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国富町営住宅等指定管理者募集要領 

  

国富町は、国富町営住宅及び国富町定住促進住宅（以下「町営住宅等」という。）の管

理運営を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２４４条の２第３項、国富町営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年

国富町条例第３８号。以下「町住条例」という。）第５８条及び国富町定住促進住宅の設

置及び管理に関する条例（平成２４年国富町条例第１号。以下「定住条例」という。）の

規定により、施設の管理運営に関する業務を行う指定管理者の募集を行います。  

  

１ 施設の概要 

指定管理者制度を導入する公の施設は、国富町内の稲荷公営団地ほか８団地とし、

団地内にある集会室や駐車場等の共同施設を含みます。ただし、指定期間内の建設又

は除却などにより管理対象が多少増減することがあります。 

 ※ 施設の詳細は別冊「国富町営住宅及び国富町定住促進住宅指定管理者業務仕様書」

(以下「仕様書」という。)によります。  

  

２ 指定管理者が行う管理の基準 

 (1) 管理運営方針 

指定管理者は、町営住宅等の管理運営業務について、公営住宅法（昭和２６年法

律第１９３号）等の趣旨にのっとり、利用者サービスの向上と経費の縮減、業務の

効率化を図りつつ、適切な管理水準を確保してください。 

 (2) 窓口開設時間 

指定管理者の窓口開設時間は、少なくとも、平日の午前８時１５分から午後５時

までとしますが、上記時間外でも業務を行うことは可能です。ただし、緊急時には

いかなる場合でも速やかに対応していただくことが必要となります。  

(3) 法令等の遵守 

管理運営業務を行うに当たっては、条例等関係法令を遵守してください。 

 (4) 個人情報の保護 

指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び国

富町個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年国富町条例第１号）の規定を

遵守し、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の保護のための

必要な措置を講じてください。 

 (5) 守秘義務の遵守 

管理業務に関し知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に使用してはいけな

いものとし、指定期間終了後の場合も同様の取扱いとします。  
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この場合、管理業務の一部を第三者に委託等した場合、当該第三者に対しても同

等の義務を負わせなければならないことに留意してください。 

 (6) 情報公開への対応 

国富町情報公開条例（平成１４年国富町条例第８号）の規定に基づき、施設の管

理に関して保有する情報の公開に努める必要があります。 

 (7) 公益通報制度への対応 

公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号）の規定に基づき、指定管理者及

びその従事者もその通報をし、又はされる対象者となります。 

 (8) 業務の包括的第三者委託の禁止 

施設の管理運営業務を包括的に第三者に委託し、請け負わせることはできません。 

ただし、業務の一部については、町の承諾を受けて委託し、請け負わせることがで

きます。 

第三者とは、個人の場合は本人、団体の場合は役員又は経営に事実上参加してい

る者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下、「暴力団員防止等法」という。）第２条第２号に規定する暴力団の関係者又は

その関係者と密接な関係を有する者以外の者とします。  

  

３ 業務の範囲 

業務の範囲については、「（別冊）国富町営住宅及び国富町定住促進住宅指定管理者

募集要領」（以下「（別冊）要領」という。）を参照してください。 

 ※ 詳細は、仕様書によります。  

  

４ 指定期間 

指定期間は、令和６年１２月１日から令和１１年１１月３０日までの５年間としま

す。ただし、法第２４４条の２第１１項の規定に基づき、町は、公の施設の管理の適

正を期するため行った必要な指示に指定管理者が従わないとき、その他当該指定管理

者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消し、又は期

間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずる場合があります。  

  

５ 経理に関する事項 

経理に関する事項については、（別冊）要領を参照してください。  
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６ 募集に関する事項 

 (1) 募集要領の配布 

配布期間・時間 令和６年４月２６日（金）から５月３１日（金）まで  

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）  

午前８時１５分から午後５時００分まで 

配布場所 国富町財政課 

ウェブ サイト 国富町 http://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/  

配布資料一覧 国富町営住宅及び国富町定住促進住宅指定管理者募集要領 

（別冊）国富町営住宅及び国富町定住促進住宅指定管理者募集要領 

国富町営住宅及び国富町定住促進住宅指定管理者業務仕様書 

国富町営住宅等指定管理者指定申請様式集 

※ 郵送を希望する場合、上記宛先まで 500 円切手を貼付した返信用封筒を同封の上、請

求してください。 

(2) 募集に関する質問 

募集要領等の配布資料に関する質問については、下記のとおり対応します。 

質問受付期間 令和６年４月２６日（金）から５月３１日（金）まで 

質問方法 国富町営住宅等指定管理者指定申請様式集様式１０「国富

町営住宅等指定管理者指定申請に関する質問票」により、

(2)本要領末尾に記載の住所に郵送(期限内必着)又は電子

メールで提出してください。 

電話や来訪など口頭による質問は受け付けません。 

回答方法 受け付けた質問は、質問者及び説明会参加者全員に電子メ

ールにより随時回答するとともに、町のウェブサイトで公

表します （質問者は明示されません。）。 

回答が遅れる場合は別途連絡します。 

 

７ 申請に関する事項 

(1) 申請者の資格要件 

指定管理者の申請資格を有するのは、次に掲げる全ての要件を満たす法人その他

の団体（以下「団体」という。）である必要があります。  

ア 国富町内に事業所又は事務所（窓口業務を行う出張所等を含む。）を有する、又

は設置しようとする団体であること。 

イ 指定管理者として次の業務を適正に実施できる体制が確保できること。  

(ｱ) 事務所が行う町との窓口業務、財務事務の総括及び支店等の指導等の業務 

(ｲ) 出張所等の事務所が行う町営住宅等の管理等の業務  

ウ 法人にあっては、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の
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４第２項各号のいずれにも該当しない者であること。  

エ 町が発注する建設工事の請負又は物品の購入若しくは製造の請負等の契約に係

る競争入札において、入札参加資格停止又は指名停止の措置を受けていないこと。 

オ 法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けた事実がある者に

あっては、当該処分の日から起算して２年を経過した者であること。  

カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立

て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の

申立ての事実がある者にあっては、当該申立てに基づく更生手続開始の決定又は

再生手続開始の決定を受けていること。  

キ 団体の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁錮刑以上の刑に

処せられている者がいないこと。  

ク 団体の役員又は経営に事実上参加している者に、暴力団員防止等法第２条第２

号に規定する暴力団の関係者又はその関係者と密接な関係を有する者がいないこ

と。  

ケ 国税及び地方税の滞納がないこと。  

(2) 複数の団体による共同申請（グループ申請）  

複数の団体でグループを構成して申請（以下「グループ申請」という。）する場合

は、次の事項について留意してください。  

ア 適切なグループの名称を設定し、代表となる団体（以下「代表団体」という。） 

又は代表者を選出する必要があります。あらかじめ、グループ結成協定書により

定められた代表団体が申請手続を行ってください。 

代表団体及び構成団体の変更は、原則として認めません。  

イ 前号ア及びイの要件についてはグループとして満たすこと。  

ウ 前号ウからケまでの要件については全ての構成団体が満たすこと。  

エ グループの構成団体は、別のグループ申請の構成団体として又は単独で申請す

ることはできません。  

(3) 申請手続  

ア 申請書類 

次に掲げる書類を正本１部及び副本１１部（副本は複写可）の計１２部提出して

ください。ただし、様式については、国富町営住宅等指定管理者指定申請様式集に

規定するものとします。 

グループ申請の場合は、定款や決算書類等の個別の団体に関する書類は、構成す

る全ての団体のものが必要です。 

提出書類は、ステープラー等で綴らずに、全体をバインダー等でまとめて提出す

ること。 

その際、提出書類の順番は、次頁の表に記載された順とすること。  
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指定管理者指定申請書 様式１ 

 事業計画書（指定期間中の事業計画について提案すること） 様式２ 

添 
 

付 
 

資 
 

料 

定款、寄付行為、規約又はこれらに準ずる書類 任意様式 

登記事項証明書 

（３か月以内に取得したもの。法人以外にあっては、代表者の

氏名・生年月日及び住所を記載した書類）  

各種証明書 

決算に関する書類 

（直近３事業年度分の事業報告書、損益計算書、貸借対照表、

財産目録又はこれに準ずる書類）  

※新たに設立する又は設立初年度の団体にあっては、収支予

算又はこれに類する書類に代えること。また、設立２年目の団

体にあっては前事業年度に係る書類、３年目の団体にあって

は前事業年度及び前々事業年度に係る書類を提出すること。  

任意様式 

収支計画書 様式３ 

誓約書 様式４ 

業務概要及び業務実績に関する資料  

（団体の業務概要及び直近３事業年度の主な業務実績を記載

すること） 

様式５ 

役員の氏名・住所等一覧表 様式６ 

納税証明書（新たに設立する団体及び設立初年度の団体にあ

っては、不要） 

・町税（個人町民税及び地方消費税を除く。）に係る徴収金に

未納がないことの証明  

・法人税、消費税及び地方消費税並びにこれらに係る附帯税

に未納がないことの証明 

各種証明書 

個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書 様式７ 

グループ結成協定書又はこれに相当する書類 

 （※グループで申請する場合に提出すること） 

任意様式 

グループ構成団体一覧表 

 （※グループで申請する場合に提出すること） 

様式８ 

申請手続等に関する委任状 

 （※グループで申請し、委任する場合に提出すること） 

様式９ 

役員の身分証明書（市区町村長発行） 各種証明書 
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（注） 様式７については、申請書に添付がなければ申請を受け付けることができません 

が、その記載内容（実施状況等）については、審査における配点の対象外です。 

  

イ 受付期間・時間  

令和６年５月２４日（金）から６月２１日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）午前８時１５分から午後５時００分まで  

 

ウ  提出方法・場所 

持参又は郵送（郵便にあっては、書留郵便に限る。）により以下の場所に提出してく

ださい。 

〒８８０－１１９２ 

 宮崎町東諸県郡国富町大字本庄４８００番地 

 国富町役場財政課 

エ 留意事項 

(ｱ) 申請書類は、日本工業規格のＡ４サイズとします。 

ただし、官公署の発行する証明書等やむを得ないものについては、上記以外でも

認めます。 

(ｲ) 申請に際して必要となる費用は、全て申請者の負担とします。 

(ｳ) 提出された申請書類は、返却いたしません。 

(ｴ) 提出された申請書類は、選定を行う作業に必要な範囲で複製を作成することが 

あります。 

(ｵ) 提出後の申請書類の訂正及び差し替えは、原則として認めません。 

   また、必要に応じ、追加資料の提出を求める場合があります。 

(ｶ) 申請書類を提出後に辞退する場合は、辞退届（様式１２）を提出してください。  

(ｷ) 申請書類は、国富町情報公開条例の規定に基づく開示請求により、個人に関する

情報又は団体の正当な利益を害する恐れのある情報等を除き、開示の対象になるこ

とがあります。 

(ｸ) 申請書類の著作権は、申請者に帰属します。ただし、町は、指定管理者の選定の

公表その他必要な場合には、一部又は全部を無償により、申請者の許諾なしで使用

できるものとします。 

(ｹ) 申請書類に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令 に

基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理方法等を

使用した結果生じた責任は、申請者が負うものとします。 

(ｺ) 申請書類の作成にあたって、使用言語は日本語、使用通貨は日本円、使用単位系

は計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものを用いてください。  

  

８ 指定管理候補者の選定に関する事項 
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指定管理候補者の選定に関する事項については、（別冊）要領を参照してください。  

 

 

９ 指定管理者の指定及び協定の締結に関する事項 

(1) 指定管理者の指定 

指定管理候補者は、法第２４４条の２第６項の規定に基づき、国富町議会の議決

を経て指定管理者として指定し、その旨告示する予定です。 

正式に指定管理者に指定されるまでの間に、指定管理候補者に事故ある場合等

は、選定されなかった申請者のうちから指定管理候補者を選定する場合があります。 

(2) 協定の締結 

指定管理者の指定の後、町と指定管理者は、それぞれに双方協議の上、指定管理

業務に関し、指定期間中の基本的事項を定めた「基本協定」と年度ごとの「年度協

定」を締結します。 

また、協定に定める事項について疑義が生じた場合又は協定に定めのない事項

については、町と指定管理者が協議の上、定めることとします  

指定管理者が指定後、協定の締結までの間に次に示す事項に該当するときは、そ

の指定を取り消し、協定を締結しないことがあります。 

ア 正当な理由なく協定の締結に応じないとき。 

イ 財務状況の悪化等により指定管理業務の履行が確実でないと認められると

き。 

ウ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと

認められるとき。 

 

 １０ リスク管理、責任分担に関する事項  

指定管理者は、本管理業務の実施主体として責任を負うこととなります。ただし、

指定管理者の責めに帰し得ない事由によるリスクは、次表のとおり分担を行うことに

なります。  

詳細は協定によるものとします。  

  
項  目 内  容 町 

指 定 
管理者 

1 施設、設備、備品、 

資料等の損傷など 
指定管理者による管理の瑕疵によるもの  ○ 

施設の設置に関する瑕疵によるもの ○  

上記以外の経年劣化等による損傷等 ○  

2 管理、運営に係る

事故等による第三

者への損害賠償 

指定管理の責に帰すべき事由によるもの  ○ 

施設の設置に関する瑕疵によるもの ○  
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3 不可抗力への対応 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、 

地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の 

自然的又は人為的な現象）に起因する施設 

修繕 

○  

不可抗力に伴う、あらかじめ定められた管

理 業務以外に発生した業務に係るもの

（事業中 断等による経費増を含む） 

△ 

※別途

協議 

 

4 物価変動、金利変

動、税制の変更に

よる管理運営経費

の増 

人件費、物件費等の物価変動に伴う経費の増 

金利の変動に伴う経費の増 

税制の変更に伴う経費の増 
 ○ 

5 法制度の改正、政

治、 行政的理由に

よる事業内容の変

更等による運営経

費の増 

法制度の改正、政治、行政的理由から、管

理、 運営の継続に支障が生じた場合、又

は業務内 容の変更を余儀なくされた場合

の経費増など 

○  

6 事業終了時の対応 指定期間が終了した場合、又は指定期間中

途で指定取消を受けた場合における撤収・

施設等の原状回復・引継に要する費用 

 ○ 

 

１１ 業務の引継に関する事項  

(1) 国富町及び現在の指定管理者からの引継  

指定を受けた後、指定期間当初から円滑な業務遂行が可能となるよう、町営住宅

等について町から十分な事務引継等を行います。  

また、指定期間前に事務引継等に要した費用は、全て新たな指定管理者の負担と

します。  

(2) 指定期間満了時の次期指定管理者への引継  

指定期間が満了したとき（継続して指定管理者に指定された場合を除く。）、指定

が取り消されたとき等は、施設・設備等の原状回復、備品・管理に必要なデータ等の

引き渡しとともに、町又は次期指定管理者に十分な事務引継等を行っていただきま

す。 

 

１２ 管理運営状況の把握等に関する事項  

町は、施設の適正な管理運営の確保等に努めるため、指定管理者に対し定期的に業

務の実施状況や施設利用・収支状況等の報告を求めるとともに、実地調査を行うなど

施設の管理運営状況の十分な把握に努めることとします。  

指定管理者は、利用者サービスの向上に資するために、意見箱の設置、アンケート
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の実施等により利用者の満足度や意見・苦情等を把握し、その結果を業務改善の反映

に積極的に取り入れていただくこととします。 

町は、指定管理者の業務が管理の基準等を満たしていないと判断した場合、指定管

理者に対し、必要な改善措置を講じるよう通知や是正勧告を行います。それでも改善

が 見られない場合、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の

停止を命ずることがあります。 

※ 指定管理者が行う管理業務に係る出納関連事務については、町監査委員監査、包

括外部監査など、法第１９９条第７項、第２５２条の３７第４項及び第２５２条の

４２第１項の規定により、監査の対象となることがあります。  

  

１３ 業務の継続が困難になった場合における措置に関する事項  

(1) 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難となった場合は、町

は指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるこ

とがあります。  

また、これにより、町に生じた損害については、指定管理者は賠償するとともに、

次期指定管理者が円滑な業務遂行ができるよう十分な事務引継等を行っていただく

必要があります。  

(2) 当事者の責めに帰すことのできない事由の場合  

天災、事故等の不可抗力、その他町と指定管理者の責めに帰すことのできない事

由により業務の継続が困難となった場合は、業務継続の可否等について、町と指定 

管理者の間で協議を行うこととします。  

  

１４ その他留意事項 

公の施設の管理者であることに鑑み、審査項目に掲げる視点で積極的な提案を行っ

ていただくほか、指定期間中の運営においても、適切な管理運営体制の確保や町民サ

ービスの向上に努めてください。  

  

 

【問合せ先】  

〒８８０－１１９２ 

宮崎町東諸県郡国富町大字本庄４８００番地 

国富町財政課 

E-mail：zaisei@town.kunitomi.miyazaki.jp 

  

 


